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第 ６ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

平成29年10月20日(金曜日) 

            午前９時58分開議 

            午前11時９分休憩 

            午前11時15分開議

            午前11時44分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第59号 平成28年度熊本県病院事業会

計決算の認定について 

議案第60号 平成28年度熊本県電気事業会

計利益の処分及び決算の認定について 

議案第61号 平成28年度熊本県工業用水道

事業会計決算の認定について 

議案第62号 平成28年度熊本県有料駐車場

事業会計利益の処分及び決算の認定につ

いて 

――――――――――――――― 

出席委員(11人) 

        委 員 長 坂 田 孝 志 

        副委員長 浦 田 祐三子 

        委  員 村 上 寅 美 

        委  員 前 川   收 

        委  員 氷 室 雄一郎 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 小早川 宗 弘 

        委  員 森   浩 二 

        委  員 田 代 国 広 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員 磯 田   毅 

欠席委員(１人) 

        委  員 内 野 幸 喜 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 企業局 

局 長 原     悟 

   次長兼総務経営課長 松 岡 大 智 

        工務課長 武 田 裕 之 

    発電総合管理所長 伊 藤 健 二 

 病院局 

病院事業管理者 永 井 正 幸 

    首席審議員兼院長 濵 元 純 一 

         副院長 大 塚 直 尚 

      総務経営課長 緒 方 克 治 

        看護部長 田 中 久 代 

――――――――――――――― 

    会計管理者兼出納局長 金 子 徳 政 

          会計課長 無 田 英 昭 

――――――――――――――― 

 監査委員・同事務局職員出席者 

        監査委員 豊 田 祐 一 

         局 長 高 山 寿一郎 

         監査監 手 嶋 章 人 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 門 垣 文 輝 

議事課主幹 若 杉 美 穂 

――――――――――――――― 

  午前９時58分開議 

○坂田孝志委員長 それでは、ただいまから

第６回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日は、企業局と病院局の審査を行うこと

としております。 

 それではまず、企業局の審査を行います。 

 執行部の説明を求めた後に、質疑を受けた

いと思います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、企業局長から決算概要の総括説

明をお願いします。 
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○原企業局長 おはようございます。 

 それでは、企業局の決算概要の説明に先立

ちまして、まずは、前年度の決算特別委員会

におきまして御指摘のありました施策推進上

改善または検討を要する事項等の、その後の

措置状況について御報告いたします。 

 個別事項といたしまして、報告第４の15、

「風力発電事業について、故障による長期運

転停止に伴い売電収入が減尐しているが、安

定的な経営を図るため、同規格の発電設備を

有する事業者と連携した部品の確保について

検討すること。」という御指摘がございまし

た。 

 事業者との連携につきましては、本年２月

に、同種同型の発電設備を有する全国の事業

者に対しましてアンケート調査を実施いたし

ました。連携の可能性について前向きな回答

がありました事業者間で、現在、連携体制構

築に取り組んでおり、今年度、このうちの１

者から、予備の部品の提供を受け、早期に交

換を行うことができました。 

 続きまして、平成28年度の電気事業、工業

用水道事業、有料駐車場事業の３事業会計の

決算の概要につきまして御説明申し上げま

す。 

 まず、電気事業会計でございます。 

 総収益15億5,400万円余に対し、総費用は

14億800万円余で、差し引き１億4,600万円余

の純利益となっております。 

 なお、荒瀬ダム撤去につきましては、今年

度、ダム本体等の撤去が完了する予定でござ

います。 

 また、主力４水力発電所のリニューアルに

つきましては、現在、水車発電機の工場製作

を進めており、市房、緑川の順に設置工事を

行い、平成33年度中には４発電所全てで発電

を開始する予定です。 

 次に、工業用水道事業会計でございます。 

 ３工業用水道事業合計で、総収益９億

9,800万円余に対し、総費用は10億1,600万円

余で、差し引き1,700万円余の純損失となっ

ております。 

 施設ごとでは、八代は1,900万円余、苓北

は6,700万円余の純利益を確保いたしました

が、有明につきましては１億400万円余の純

損失となっております。 

 有明、八代につきましては、依然として多

量の未利用水を抱え厳しい経営状況となって

おります。 

 引き続き、地元自治体や商工観光労働部と

連携しまして、需要開拓に努めているところ

ですが、近年は、バイオマス発電所等への新

規給水等、徐々に成果も出ているところでご

ざいます。 

 最後に、有料駐車場事業会計でございま

す。 

 総収益9,900万円余に対し、総費用は5,900

万円余で、差し引き3,900万円余の純利益と

なっております。 

 平成28年４月から指定管理者制度に移行し

ましたが、熊本地震に伴い、施設の一部損壊

等の被害を受け、休業や一部駐車制限を行い

ました。現在も営業を行いながら、被害箇所

の早期復旧に取り組んでいるところでござい

ます。 

 以上が決算の概要ですが、企業局としまし

ては、今後も経営基本計画における経営基盤

強化や地域との連携などの基本方針に基づ

き、３事業の経営を行ってまいります。 

 決算内容の詳細につきましては、この後、

次長のほうから説明いたしますので、御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

 

○坂田孝志委員長 次に、監査委員から決算

審査意見の概要説明をお願いします。 

 

○豊田監査委員 それでは、私のほうから、

企業局の決算審査意見書につきまして、概要

を説明いたします。着座で失礼いたします。 

 お手元の平成28年度の熊本県電気事業会計
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等の決算審査意見書、知事宛ての公文書がつ

いているかと思いますけれども、それを開い

ていただきまして、１ページをお開き願いま

す。よろしゅうございますか。監査委員から

知事宛ての公文書が表についているかと思い

ますが。 

 １ページを御説明いたします。１ページを

お開きください。 

 第１の審査の概要でございますが、１の審

査の対象及び２の審査の方法につきまして

は、記載のとおりでございます。 

 次に、第２の審査の結果でございますが、

全ての事業会計につきまして、審査に付され

ました決算諸表は、経営成績等を適正に表示

しており、また、財務会計事務におきまして

は、一部に改善すべき事項があったものの、

おおむね適切に運営されております。 

 次の２の経営状況につきましては、２ペー

ジから24ページにかけて、３つの事業会計ご

とに記載しておりますけれども、企業局か

ら、後ほど別冊資料におきまして詳細な説明

がございますので、ここでの説明は省略させ

ていただきます。 

 飛びまして、25ページをお開き願います。 

 第３の審査意見でございます。 

 まず、１の電気事業会計におきましては、

契約改定などによる電気料収入の増加等によ

りまして、先ほども局長のほうからもありま

したが、１億4,600万円余の純利益を計上し

ております。 

 次の段、今後の課題でございますが、老朽

化が進んでおります市房発電所などの主力発

電所の固定価格買い取り制度移行に向けたリ

ニューアルの工事期間、平成30年度から32年

度にかけましては、発電量の減尐に伴います

電力料収入の減尐が見込まれますので、引き

続き純利益の確保のための経営努力が必要に

なると考えております。 

 次に、荒瀬ダム撤去に要します資金につき

ましては、国の交付金や内部留保資金等によ

り、おおむね確保されております。本体等の

撤去工事は、平成29年度で完了いたしますけ

れども、周辺環境整備を平成31年度まで続け

るという予定でございまして、今後とも企業

局全体でのさらなる経営努力等によりまして

財源の確保を図るとともに、国の支援が継続

するよう求めていく必要があると考えており

ます。 

 なお、風力発電につきましては、故障等に

よりまして発電が長期間停止したことが影響

して、前年度同様、目標供給電力量の３割程

度にとどまりました。故障中の設備の早期復

旧が望まれるところでございます。 

 次に、２の工業用水道事業会計につきまし

ては、特に有明工業用水道事業で、竜門ダム

関連費用の負担が大きいことが影響して、１

億400万円余の当期損失を計上しておりま

す。累積欠損金額も49億3,000万円余となっ

ております。 

 有明工業用水道事業におきましては、使用

水量増加の見通しが厳しく、今後も厳しい経

営状況が続くことから、次のページに移りま

すが、引き続き国に対して竜門ダム関連費用

の負担軽減について要望を行うとともに、企

業立地部門や関係市町と連携し、多角的な視

点から工業用水需要の拡大に努めていく必要

がございます。 

 次に、３の有料駐車場事業会計につきまし

ては、利用台数は熊本地震の影響で減尐いた

しましたが、指定管理者制度に移行したこと

等によりまして、純利益3,900万円余を計上

して、経常利益率51.7％と経営状況は良好で

ございます。 

 ただ、安政町の立体駐車場につきまして

は、熊本地震被災に伴います修繕工事が現在

も継続しており、早期の復旧に努める必要が

ございます。 

 また、指定管理者によります駐車場の管理

運営やサービスの提供に関する履行状況を評

価し、さらに県民が利用しやすい駐車場とし
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て運営改善に努めていく必要があると考えて

おります。 

 最後に、４の荒瀬ダム撤去の記録保存につ

いて意見を申し上げます。 

 荒瀬ダム撤去は、全国初の本格的コンクリ

ートダムの撤去として、他に先駆けたモデル

ケースでございまして、その経緯、撤去方法

については将来に残すべき貴重な事例でござ

います。 

 このため、その沿革や撤去方針の検討経緯

を含め、撤去工事の内容等について評価、検

証を行い、通常の文書保存にとどまらず、記

録映像作成や記録誌刊行等、長く後世に残る

記録として保存し、広く利活用できるものと

なるよう検討していただきたいと思います。 

 以上が企業局に係ります決算審査意見の概

要でございます。 

 説明は以上です。 

 

○坂田孝志委員長 次に、企業局次長から決

算資料の説明をお願いします。 

 

○松岡企業局次長 それでは、決算の全般に

ついて御説明申し上げます。 

 まず、定期監査についてでございますが、

企業局は、電気事業の経理処理について、船

津ダム自動制御装置点検業務委託において、

支払い額の入力を誤り、請求額よりも多く支

払っていたという事案１件の指摘を受けてお

ります。 

 企業局では、企業会計を採用しておりまし

て、支払いにつきましては、年度内に請求が

ないものは、年度末に未払い金処理を帳簿上

行った上で、新年度請求後に支払い処理を行

っております。 

 本事案におきましては、この年度がわり前

後の業務が集中する時期の処理でありまし

て、入力誤りに気がついておりませんでし

た。 

 企業局といたしましては、振り込み手続に

おいても請求書の金額を再度確認すること、

また、決裁時に必ず第三者の目で確認をする

よう手続を変更するとともに、班長の確認体

制を強化するなど再発防止に努めているとこ

ろでございます。 

 なお、過払いの額につきましては、事実が

判明した後、速やかに返納をいただいている

ところでございます。 

 次に、監査委員からありました決算審査意

見について、その取り組み状況を御説明いた

します。 

 まず、電気事業会計では、リニューアル工

事期間中の売電収入減に伴う欠損について

は、更新後の固定価格買い取り制度の移行に

よる……。 

 

○坂田孝志委員長 松岡次長、それは何か特

別に資料あっとですか。今の指摘の内容のや

つは。別になか。 

 

○松岡企業局次長 決算審査の、今資料に基

づいて、意見書に基づいて説明いたしており

ます。 

 

○坂田孝志委員長 何か特別に資料なんかつ

くっとっと。それはないんですか。 

 

○松岡企業局次長 はい、資料つくっており

ません。 

 

○坂田孝志委員長 何か見ながらな、聞きな

がら見らんばと思うから。聞いとくだけ。ど

うぞ。 

 

○松岡企業局次長 電気事業会計では、リニ

ューアル工事期間中の売電収入減に伴う欠損

について、更新後の固定価格買い取り制度の

移行による収入増で補塡できると見込んでお

りますが、引き続き効率的な工事の実施に努

め、経費の節減に取り組むとともに、今年度
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の電力料金改定交渉におきましても、契約額

の減尐幅を抑えるよう交渉してまいりたいと

考えております。 

 次に、荒瀬ダム撤去につきましては、現

在、藤本発電所や管理所などの陸上施設の解

体撤去を進めているところでございます。 

 本年度の撤去工事完了後も、２年間、環境

モニタリング調査等の継続を予定しておりま

して、引き続き国に対して継続的な財政支援

を要請してまいります。 

 最後に、風力発電についてでございます

が、現在も、２号機については、異常音の発

生により、保安停止を行っているところでご

ざいます。風車は、特殊な機械で専門性が非

常に高く、調査に要する資材や技術者の手配

に時間を要しており、現在、異常音の発生源

特定のためのデータ解析を行っており、その

結果に応じて対応を検討する予定としており

ます。 

 なお、安定稼働に向け、最大の努力を続け

てまいりますが、故障の状況に応じて、費用

対効果等もしっかりと検証してまいりたいと

考えております。 

 次に、２点目の工業用水道事業会計におけ

る有明工業用水道、八代工業用水道の需要開

拓につきましては、昨年度、有明工水におい

て、バイオマス発電所稼働に伴い、新規給水

を開始をいたしたところでございます。八代

工水につきましては、来年度にかけまして、

３社に新規給水を現在予定をいたしておりま

す。八代におきましても、バイオマス発電事

業所の立地が計画されており、引き続いて需

要拡大に取り組んでまいります。 

 工業用水道事業をめぐる経営が非常に厳し

い中で、企業局といたしましても、引き続き

経営改善に向けた支援について、関係省庁に

粘り強く働きかけを行ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、３点目の有料駐車場事業会計でござ

いますが、本年度は、熊本地震被災箇所の本

復旧工事を行っており、早期復旧に向け取り

組んでおります。また、昨年１年間の指定管

理者による管理運営につきましては、最大料

金制や事前精算機、出口精算機による自動精

算の導入といった利用者サービスの向上、そ

れから、従業員の接遇向上によりまして、利

用者からの評価も高く、また、多くの県民が

利用できるような柔軟な料金設定ができてお

り、成果が出ていると考えております。 

 今後とも、指定管理者としっかりと連携し

て、利用しやすい駐車場を目指してまいる所

存でございます。 

 次に、４点目の荒瀬ダム撤去の記録保存に

つきましては、全国初の本格的なコンクリー

トダムの撤去であるということを踏まえまし

て、ダム本体の一部を残しながら、荒瀬ダム

の遺構としてダム周辺の整備を行うととも

に、荒瀬ダム撤去事業の記録映像や記録誌と

しての保存も努めてまいりたいというふうに

考えております。 

 決算審査意見につきましては以上でござい

ます。 

 次に、決算状況につきまして、お手元の平

成29年度決算特別委員会説明資料により説明

をいたします。よろしゅうございますでしょ

うか。 

 まず、１ページの電気事業会計をお願いい

たします。 

 １、施設概要でございますが、水力発電

は、昭和35年に発電を開始しました市房第一

発電所から、平成13年に発電開始しました緑

川第三発電所まで、７つの発電所を運営いた

しております。 

 水力発電の最大出力の合計は５万4,200キ

ロワットで、これに阿蘇車帰風力発電所の最

大出力1,500キロワットを合わせますと、最

大出力は合計で５万5,700キロワットになり

ます。 

 28年度の実績供給電力量は、水力発電が１

億8,156万5,000キロワットアワーで、前年度
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比102.2％でございました。これは、年間を

通じて雤量に恵まれたことや地震の影響が尐

なかったことによるものでございます。 

 風力発電については、前年度に引き続いて

長期停止が発生したため、28年度実績は66万

8,000キロワットアワーとなっております。 

 次に、２の電力料金の契約状況及び実績で

ございますが、発電した電力は九州電力へ供

給をいたしております。 

 水力発電の市房第一から笠振の５発電所に

つきましては、２年ごとに契約料金を改定い

たしておりまして、平成28年、29年度分で

は、１キロワットアワー当たり8.57円相当

で、前回改定時より高く契約することがで

き、料金収入は13億4,200万円余となりまし

た。 

 菊鹿、それから緑川第三発電所は平成25年

度から、それから、風力発電につきましては

平成24年度から、それぞれ固定価格買い取り

制度、いわゆるＦＩＴに移行しております。

売電単価、それから電力量料金収入について

は、ここに記載のとおりでございます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 (1)の収益的収支でございますが、収入が

15億5,400万円余、支出が14億800万円余で、

差し引き１億4,600万円余の利益が生じてお

ります。前年度と比べて7,700万円余利益が

減尐しているところでございますが、収入に

おいて電力料が7,700万円余の増となり、収

入全体では6,000万円余の増収となったもの

の、支出において修繕費やダム管理費分担金

が増となったこと、荒瀬ダム撤去関連費用が

増加し特別損失がふえたことなどから、支出

全体で１億3,800万円余の増となり、黒字幅

が縮小をいたしております。 

 次に、３ページをお願いをいたします。 

 (2)の剰余金(利益)処分計算書案でござい

ますが、平成28年度末の未処分利益剰余金に

ついては、将来の欠損に備えて、利益積立金

として１億4,625万6,000円を積み立てること

としたいと考えております。 

 この結果、(3)積立金及び留保資金残高一

覧のとおり、利益積立金は３億7,000万円余

となり、内部留保資金は46億4,800万円余に

なります。 

 なお、剰余金の処分につきましては、地方

公営企業法第32条第２項の規定に基づきまし

て、議会の議決事項となっております。どう

ぞよろしくお願いをいたします。 

 次に、(4)資本的収支でございますが、建

設改良費や企業債償還金等、資本的支出が合

計13億1,500万円余、一方、資本的収入につ

きましては、企業債、工業用水道事業会計か

らの返還金、荒瀬ダム関連交付金等で、合計

６億4,800万円余となっております。不足し

ます６億6,000万円余につきましては、過年

度分損益勘定留保資金等で補塡をいたしてお

ります。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 工業用水道事業会計でございます。 

 まず、１、施設概要でございますが、有明

工業用水道が昭和50年、八代工業用水道が昭

和52年、苓北工業用水道が平成５年に給水を

開始し、給水能力は合計で１日当たり６万

8,360立方メートルとなっております。 

 次に、２、利用状況でございますが、平成

29年３月31日現在で、有明、八代、苓北の３

施設合わせまして39社に給水をいたしており

ます。 

 平成28年度は、有明工水において前年度に

比べ700立方メートルの増量となりました。

これは、荒尾産業団地内に新設されたバイオ

マス発電所の稼働に伴い、新規給水を開始し

たものでございます。 

 なお、備考欄に記載のとおり、特に有明工

水、八代工水の契約率が30～40％台と低迷を

し、多くの未利用水を抱えているところでご

ざいます。 

 企業局といたしましては、引き続き、商工

観光労働部や地元市町と連携をして、需要開
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拓に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 (1)の収益的収支でございますが、収入は

９億9,800万円余、支出のほうが10億1,600万

円余で、差し引き1,700万円余の純損失とな

っております。前年度に比べまして、400万

円余り改善はいたしたところでございます。 

 なお、熊本地震による被災箇所の復旧費用

を特別損失として、また、国からの災害復旧

補助を特別利益として、それぞれ計上をいた

しております。 

 続きまして、６ページをお願いをいたしま

す。 

 (2)の欠損金の状況でございます。 

 有明工水では43億9,700万円余、八代工水

で13億9,000万円余の累積欠損金があり、全

体で49億2,700万円余の累積欠損金を抱えて

いるところでございます。 

 続きまして、(3)資本的収支でございます

が、資本的支出につきましては、建設改良

費、企業債償還金等、合計で15億5,600万円

余となっております。 

 資本的収入は、長期借入金や一般会計補助

金等で、合計13億9,100万円余となっており

ます。不足しております１億6,500万円余

は、過年度分損益勘定留保資金等で補塡をい

たしております。 

 ７ページの有料駐車場事業会計をお願いを

いたします。 

 １、施設概要でございますが、有料駐車場

事業は、熊本市中央区安政町の立体駐車場、

収容台数が298台、それから熊本市中央区新

屋敷の月決め平面駐車場が37台、合計335台

で運営をいたしております。 

 次に、２、駐車台数実績でございますが、

普通駐車と定期駐車を合わせた駐車台数は15

万6,639台で、前年度を約３万台下回りまし

た。これは、４月の熊本地震発生後、施設設

備の安全確保のために、平成28年４月15日か

ら５月27日までの１カ月ちょっとの間、全面

休業をいたしたことや、経営再開後も、被害

箇所について、一部駐車スペースの制限を行

ったこと等によるものでございます。 

 続きまして、８ページをお願いいたしま

す。 

 (1)の収益的収支でございますが、収入が

9,900万円余、支出は5,900万円余で、3,900

万円余の純利益となっております。 

 ９ページをお願いいたします。 

 (2)の剰余金処分計算書案でございます。 

 平成28年度未処分利益剰余金6,455万8,000

円を、処分案に示しておりますように、建設

改良積立金に3,954万4,000円、資本金に

2,501万3,081円積み立てていきたいと考えて

おります。 

 この結果、(3)積立金及び留保資金残高一

覧のとおり、内部留保資金は９億円余となり

ます。 

 なお、剰余金の処分につきましては、こち

らも、地方公営企業法第32条第２項の規定に

基づきまして、議会の議決事項となっており

ます。 

 続きまして、(4)の資本的収支でございま

すが、資本的支出につきましては、建設改良

費2,700万円余となっております。資本的収

入はございませんので、全額を過年度分の損

益勘定留保金等で補塡をいたしております。 

 以上が平成28年度決算の概要でございま

す。御審議のほどよろしくお願いをいたしま

す。 

 

○坂田孝志委員長 以上で企業局の説明が終

わりましたので、これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。 

 

○村上寅美委員 有明工業をちょっと尋ねる

けど、これは出力全体で４万トンぐらいある

んだろう。竜門ダムから白石堰に買い取った

水は。どれくらいある。 
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○松岡企業局次長 有明工水の最大取水量

は、１日当たりでしますと、３万6,374立方

メートルということになっております。 

 

○村上寅美委員 買い取りが。この中でどれ

だけ使用しているの。 

 

○松岡企業局次長 先ほどの別冊の決算特別

委員会説明資料の４ページの利用状況をごら

んいただきたいと思いますが、この２の利用

状況の中で一番左、見出しの横の28年度の、

29年３月31日現在の契約水量が１万4,324立

方メートル、１日当たりでございますが、と

いうことになっております。 

 

○村上寅美委員 それで、僕が尋ねたいの

は、３万6,000、約４万トン弱の工業用水、

竜門ダムから買って、そして、半分以下で、

あとは有明海に垂れ流しとるわけね、現在。

と聞いてるよ、僕は。だから、垂れ流すぐら

いなら農政と話して、企業局長と農政局長、

僕は会わせたこともあるんだけど、前だった

かな。それで、とにかく知事は１人だから、

こっちで余っとんなら、いろいろ、国のほう

の縦割り行政の中の予算の流用とかいろいろ

あるかもしらぬけど、何とか、それを有明海

に半分以上垂れ流しとるならば、それを全部

農免道路で、白石堰から農免道路で金峰山ま

で持ってくるとどうかと。農免道路はありま

すからね、はわせてという話を、僕は、前の

企業局長と農政部長と僕と３人で話してね、

もったいないし、そして水は足りないんだか

ら、実際。足りないのに、それを垂れ流しと

るということは、何とかほら、国の了解を得

なきゃいかぬのかどうかわからぬけど、条例

でもつくって、それは利用するようにしない

と。こっちは足りないんだから、金峰山一体

は。そうでしょう。だから、お互い協議し

て、前向きにというところで終わったんだけ

どな、ウナギでも食いながら。終わったんだ

けど、前だね、君でないなら。という話聞い

とってたい、こっち足りないんだから。白浜

からずっとね。白浜までは工業用が行っとる

わけたいね、田んぼのやつは。白浜の田んぼ

には行ってるけど、ミカン山には行ってな

い。だから何とかそれをと言って局長と話し

て、何とかそれはしてくれよという要望をし

とったんだけど、その話聞いてない、課長、

誰か。 

 

○原企業局長 村上委員のお話につきまして

は、２年ほど前に……（村上寅美委員「何年

か忘れた」と呼ぶ）お話をいただき、その

後、農林水産部と協議を行いました。やはり

どうしても水利権という権利の問題、そし

て、管を引くとなると多額の事業費になると

いうことで、いろんな課題が当時出ましたの

で、それを今整理をしているところでござい

ます。 

 

○村上寅美委員 俺は聞いとらんもん、そ

ら。後んこた。だからね、いろんなことがあ

るというて、そこで行政がとまってしまうか

らね、脱皮できぬわけたい。何事も開拓しよ

うと思うならあるんですよ、そこは。立場立

場もあるしね。しかし、実際はそうしてね、

有明海に垂れ流してるわけだから。垂れ流す

ぐらいならね、金峰山一体のほうに水をもら

えば、みんな助かるわけよ。この辺が何とか

できないかということで話、真剣にしたんだ

けどね。もうどっちにしてもあたが返事はわ

かっとるけん、もう。課長、継続して、あれ

してください。そして、国がいかぬと言うな

ら、国のどこなのか教えてよ。もったいない

から。こっちは必要としているんだから。要

望です。もう答えは要らぬ。 

 

○坂田孝志委員長 要望でよございますか。 

 ほかにございませんか。 
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○前川收委員 ９月県議会の代表質問だった

かなと思いましたけれども、風力発電のこと

で大分議論がありまして、いまだに稼働して

ないということでありまして、これ稼働して

ないというのは、調査が何年、もう１年以上

多分かかっているという状況でしょうから、

そもそも何というんですかね、保証期間とい

うんですかね、機械そのものの瑕疵担保とい

うんですかね、そういうやっぱり原因がわか

らないということは、例えば雷が落ちたとか

強風が吹いたとか、そういうことじゃないや

つでこうなっているというのは非常にわかり

にくいし、メーカーもどこのメーカーか私は

全く知りませんけれども、そういう話という

のは何かきちっと期限を切ってやらないと、

いつまでもこのままであれば厳しいんじゃな

いかと思います。ただ、一方で、あのまま建

てとったほうが撤去費用のかからぬけん、そ

のほうが安かという話もないわけじゃないん

でしょうけれども、そういう試算なんかもな

さってらっしゃるのかどうかを第１点お聞き

したいと思います。 

 

○武田工務課長 委員御指摘の故障が長引い

てる点でございますけれども、長引いてる理

由といたしましては、大きく２点ございま

す。 

 １点目は、２メートル掛け２メートル掛け

５メートルというぐらいの鋼鉄製の箱の中

で、どこからか金属をたたくような異常音が

していると。もう反響して場所の特定が非常

に困難です。で、耳で聞いてもわかりません

ので、震動計を各所につけまして、だんだん

絞り込みを行っていってるという状況でござ

います。 

 現時点では、異音の発生している部品はわ

かりました。ただ、そこが容易に分解できる

場所ではないものですから、その狭い場所の

中で。そこの辺の調査方法、また、その費用

を今検討している段階でございます。その結

果を受けまして、今後のスケジュールという

ものは決めていきたいというふうに思ってお

ります。なるべく早期の復旧は目指すという

姿勢ではおります。 

 以上です。 

 

○前川收委員 企業会計ですから、企業局

は。一般的な普通の企業だったら、それは１

年以上、そんな状況にあるのを直せないなん

ていうことは一般的にはあり得ませんよ、普

通は。それはメーカーをきちっと呼んで、瑕

疵担保をとってあるかどうか知りませんけれ

ども、そういう構造上絶対分解できないよう

なところの故障なんていうのは、本来あって

はならないところなんですね。保守点検がち

ゃんとできるということが大前提じゃない

と、やっぱりそのものが欠陥商品と、欠陥が

あるということになるというふうに思います

が、メーカー側は、やっぱりそこはきちっと

対応しようと思っているんですか。それと

も、もう売ってつけたけん何も、後はそちら

の責任でしょう、こっちからお願いします、

直してくださいという、どういう状況です

か。 

 

○武田工務課長 まず、瑕疵担保の問題です

けれども、契約上の求められるメーカーに、

設置したメーカーに求められる状況ではない

と認識しております。 

 また、今回の故障ですけれども、同様の機

種、ほかにも納められておりますので、同じ

ような故障がないかということでメーカーに

聞き取りもいたしました。まだ同様のことが

あれば対応もやっていただけるんじゃないか

ということで、メーカーに聞き取りいたしま

したけれども、他所の同機種の発電機で同じ

ような故障はないということで、ちょっと具

体的な対応方法が、復旧に向けての対応方法

がちょっとわからないという状況でございま

す。 
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○前川收委員 簡単に言えば、ほかのは全部

ちゃんと動いているのに、そこだけが、その

機械だけが故障しているというのは、それは

不良品て、すぱっと言えばですね。不良品を

買わされているという感覚ですよ、普通の人

の感覚はですね。それで、その不良品を、ま

たお金払って直せるのか。どこかもわからぬ

なら直しようもなかっでしょうけど、じゃあ

撤去費用は試算なさったことはあるんです

か。 

 

○松岡企業局次長 撤去費用につきまして

は、一応試算をいたしておりますが、まず、

上のほうのナセルといいますけれども、プロ

ペラ部分、あそこを直して、これは分解し

て、そして工場へ運び込む、一応故障を修繕

をするというところでの工程を入れたところ

なんですけれども、現地で取り外して、そし

てそれを分解をして、そして工場のほうに持

っていくということで試算をしたときに、大

体3,000万円程度かかると。その後、支柱の

ほうをまた撤去するということになります

と、これは３本の試算でしておりますけれど

も、一番土台まで全部外したときには、約１

億円近いお金がかかるということで、今のと

ころ、２基回しながら運転していくというこ

とが、我々にとって有利ではないかというふ

うに捉えているところでございます。 

 

○前川收委員 それは、経営上は故障ですけ

ん直しよりますと言いながら、もう動かさな

いということ、動かさないと言って、これは

使えないと言えば撤去しなきゃならなくなる

から、撤去にお金がかからないようにそのま

ましとくという経営判断というふうに私は受

けとめざるを得ないような気がしております

けれども、ううん、いかがなものですかね。

やっぱりそこはある程度はっきりしたほうが

いいと思いますので、結局決断をしなきゃな

らないときがあるというふうに思います。 

 それから、もう一つは、あの種の機械を高

額のお金でつくって建てるときは、ある程度

瑕疵担保契約的なものをきちっとやってて、

手も足も出ないような──どうせできないん

ですからね、専門業者しか。そこはやっぱ

り、例えば何年かはよくわかりませんけれど

も、10年、20年なのか知りませんし、耐用年

数が何年かは私もわかりませんけれども、あ

る程度の長い瑕疵担保契約をそもそも最初か

らきちっと入れ込んでおかないと、こうなっ

たらもう手も足も出なくなってしまうという

ふうに思いますので、ぜひそのようなことを

御検討いただければというふうに思います。

答えはなかでしょうから要りません。あれば

どうぞ。 

 

○原企業局長 最初に委員からお尋ねがあり

ましたけれども、我が県の風力発電は、三菱

重工製、国産でございます。当時もいろいろ

外国製の風力発電もあったという中で、機種

選定をして国産の三菱を選んだという経緯だ

と聞いております。 

 それと、確かに、今ほぼ振動の箇所がわか

って、できればそのまま──おろすとかなり

経費がかかりますから、おろさなくて何とか

上に乗せたままで修理ができないか、あるい

は、音の場所はわかりましたけれども、まだ

原因がはっきりしませんので、原因を突きと

めて、対策が今の状態で打てるかどうかあた

りをもう尐し見きわめさせていただいて、後

は、仮におろして工場に運んで、また直る保

証もございませんので、もういろいろ手を尽

くした段階で、もう２号機は無理だというこ

とであれば、そこはもうスケジュールをちゃ

んと切りまして、２号機の運転については、

廃止するか頑張るかというのはスケジュール

感を持ちながらやっていきたいと思っており

ます。 
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○氷室雄一郎委員 私は、もう質問しました

ので、余り言いたくない。 

 この三菱重工さんだけで今のところやって

おられる。この前、僕はお電話いただいて、

何か、ここがだめならうちが頑張るよという

会社の方から電話があったので。もう三菱重

工さんだけに任せてあるということですか

ね。ほかの企業さんとの情報交換なり、そう

いうのはやっておられない。 

 

○武田工務課長 実は、風力発電の運用開始

後のメンテナンスに関しては、最初は三菱重

工の技術者に来ていただいておりました。こ

れまで細かい故障もあっておりますけれど

も、そのとき非常に技術者の数が限られて

て、技術者の手配に非常に時間を要してちょ

っと修理がおくれるというようなこともあり

まして、今は、メーカーではございません

が、風力発電のメンテナンス、修理、それを

専門にやる業者が国内にありまして、そちら

のほうにお願いしているような状況です。 

 

○氷室雄一郎委員 いろんなところと連携を

やるということでございますので、その原因

がわからないということであれば、それは早

目にやらぬ限りは、これはまた先ほどおっし

ゃったような状況になるわけでございますの

で、ぜひ、その辺をしっかり──やれるとこ

ろはあるというお話を僕も聞きましたけれど

も、対応をしっかりお願いしたいと。僕が余

り言うと──もう言いたくはございませんけ

れども……。結構です。 

 

○坂田孝志委員長 今局長からありましたよ

うに、２号機の見きわめは、しっかりやっぱ

りある時点で期限を切ってやらぬと、だらだ

らじゃあやっぱりいけませんよ。 

 ほかにありませんか。 

 

○森浩二委員 水力発電のリニューアル工事

を４カ所やっているということですけれど

も、このかかった建設費用、8.57円かな、こ

れでリニューアルして、新しい機械は減価償

却は何年ぐらいかかりますか。 

 

○松岡企業局次長 新しい機械の減価償却期

間ということになるかと思いますけれども、

一応22年ということで設定をされています。 

 

○森浩二委員 8.57円で計算して、買い取り

価格が、今何かだんだん安くなりよるでしょ

う。売電価格。 

 

○松岡企業局次長 リニューアル後につきま

しては、現在の価格と違いまして、固定価格

買い取り制度という適用を受けるということ

で、ＦＩＴ価格になりますので、現在よりも

２倍から３倍くらい単価としては上がる形に

なっております。それで、20年間、九州電力

に対して売電をするというような状況になっ

ております。 

 

○森浩二委員 ＦＩＴ価格というのは、この

8.57円じゃないということ、もっと上がると

いうこと。買い取り制度、どれくらいなっと

る。 

 

○松岡企業局次長 買い取り期間、現在の予

定では、市房第一、第二、緑川第一、第二ま

で含めまして、単価は24円ということで設定

をされております。 

 

○坂田孝志委員長 よございますか。 

 

○森浩二委員 わかりました。 

 

○坂田孝志委員長 ほかに。 

 

○増永慎一郎委員 県営駐車場の件でちょっ

とお伺いをしたいと思います。 



第６回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（平成29年10月20日) 

 - 12 - 

 まず、ちょっと私が勉強不足なので教えて

ほしいんですけれども、今指定管理者という

ことで納付金をいただいていますよね。これ

に関して、駐車台数がふえれば、この納付金

がふえるとか、そういった何か納付金の決ま

りごとというのがあるのであれば、ちょっと

教えていただきたいと。 

 

○松岡企業局次長 納付金につきましては、

基本は固定でございますが、予定以上に収入

があったという場合には、上乗せした納付金

をいただくというような、そういう協定を結

んでいるところでございます。 

 

○増永慎一郎委員 ちょっとその辺を尐し詳

しく説明できます。すぐは出ないんでしょ

う。 

 

○坂田孝志委員長 手元資料はありますか。 

 

○松岡企業局次長 今ちょっと手元の資料、

探さないと出てまいりませんので……。 

 

○増永慎一郎委員 それは、後でまたちょっ

と教えていただきたいと思います。 

 ただ、この商工会館の横なので、商工会館

が多分工事に入ってくると思うので、まず、

その影響と、今熊本市内中心部は、駐車スペ

ースが非常に尐なくて、工事用の車とかで物

すごく駐車場は稼働率がよくて、どこの駐車

場も何というか、もうかってると言ったらい

けないんですけれども、非常に収益を上げて

いるというふうな話を聞きました。 

 28年度は、地震の影響で尐なくなっている

ということなんですけれども、今年度の見通

しは、昨年よりもかなり台数がふえていくの

かどうなのか、その辺をちょっと教えていた

だきたいと。 

 

○松岡企業局次長 まず、商工会館の建てか

えに伴う駐車場への影響という点でございま

すけれども、今現在、商工会館とは屋外の非

常階段を共有しているという状況でございま

して、そちらのほうを解体するということ

で、立体駐車場のみとなった場合に、商工会

館への各階の連絡通路等について扉部分と

か、それから、撤去されることによって、開

口部を塞ぐ、そういうような工事が若干必要

になってくるということで予定をいたしてお

ります。そのほかにつきましては、特段工事

の大きい影響というのは考えて……。 

 

○坂田孝志委員長 収益の見通しば聞きよ

る。 

 

○松岡企業局次長 それから次に、収益の見

通しについてでございますけれども、現在、

毎月、実績についての報告を指定管理者のほ

うから受けているわけでございますけれど

も、現在のところ、昨年に比べたらかなりふ

えた、伸びていると。一昨年度に比べても、

若干多い状況で、これまでのところ各月推移

をしているというような状況でございます。 

 

○増永慎一郎委員 指定管理者に任せられて

いるということなので、余り何というか、そ

ちらのほうで把握というのは尐なくなってる

とは思うんですけれども、やっぱりある程度

収益が余計上がるよう、そういった契約をさ

れているのであれば、ちゃんとなってるかど

うかというのは、やっぱりある程度情報を入

れていただいて、確認をしながら、要は県有

の資産でございますので、その辺はきちんと

運用していただいて、収益が特に工業用水事

業なんかでは物すごく赤字が出ておりますの

で、そういった部分を取り戻すような意味で

も、ぜひ頑張られるように要望しておきま

す。 

 以上です。 
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○原企業局長 最初御質問がありました納付

金の話でございますが、指定管理者制度を導

入するときに、それぞれ県外、県内のいろん

な業者から提案をしていただき、その中で一

番納付額が多かったところと今契約をしてい

るところでございます。そこの会社が、毎年

割と高い目標の台数を設定して、納付金もこ

ちらが想定していたより以上の納付金で毎年

いただいているので、そういう意味では、収

入は非常に安定して高く来ております。 

 仮に、非常に駐車台数が好調で、当初、今

の指定管理者と予定していた台数を上回るよ

うな駐車台数ということで収入が上回るよう

であれば、その超過分の５割はさらに納付金

でいただくという仕組みになっております。 

 

○小早川宗弘委員 私のほうも有料駐車場の

ことで、これは、指定管理者になって、ＮＰ

Ｃ、日本パーキング株式会社という会社で、

看板等とかつけかえて、コインパーキングで

も、あちこちコインパーキングがあるメーカ

ーというか会社ですから、何かイメージ的に

は明るくなったなというか入りやすくなっ

た、建物の形状は変わらぬですけれども、非

常に皆さん方が認知度が上がって使いやすく

なったのではないかなと、使う人が多くなっ

たのではないかなというふうに思います。 

 この資料の７ページなんですけれども、ち

ょっとわからぬことを教えていただきたいと

思いますが、２番の駐車台数実績というのが

ありますよね。この普通駐車というのが、28

年度は15万4,508台と、定期駐車というのが

あります。普通駐車というのは、これは時間

貸しと考えてよかですか。定期駐車というの

は、これは月決めみたいなことで考えてよろ

しいでしょうか。 

 

○松岡企業局次長 委員御指摘のとおりでご

ざいます。 

 

○小早川宗弘委員 それで、今年度、28年度

は2,131台ということで、この27年度よりも

７万台ぐらい減ってると。これはどやんカウ

ントされてるのか、ちょっと不思議だなと思

ってですね。１日１台使うと１カウントとい

うふうな形になるんでしょうか。 

 

○松岡企業局次長 数のカウントの仕方とし

ては、出入りの数ということでカウントされ

ております。 

 

○小早川宗弘委員 いずれにしろ、時間貸し

が非常にふえてるというふうなデータも見れ

ますし、この定期貸しというのは地震の影響

等とかがあったのかもしれませんけれども、

こういうのを伸ばしていけば、もっともっと

収益が上がるんじゃないかなというふうに思

いますので、今局長の挨拶の中で、この地震

による被害箇所の一部復旧工事が行われてい

るということで、早くこういうのも完了して

フル稼働ができるように、そういう体制にし

て、もっともっと利益を追求していただきた

いと思います。 

 以上です。 

 

○坂田孝志委員長 よございますか。 

 

○森浩二委員 工業用水についてちょっと教

えていただきたい。 

 本管から工場まで引こうとすると、どこま

でこっちで見るわけですか、その費用は。全

部企業が見るわけかな。それとも企業局が一

部見るのか。 

 

○松岡企業局次長 管につきましては、事業

所の前までは一応企業局のほうで施工して、

それから先をつないでいただくというような

形にしております。 

 

○森浩二委員 じゃあ会社の敷地前まで、そ
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の距離が２キロぐらいあったらどうなるんで

すか。ちょっと高台でポンプアップもせない

かぬだろうと思いますので、そういう場合は

どうなるんですか。 

 

○武田工務課長 ２キロあったら、それなり

に施工することは当然可能です。ただ、契約

水量ですね。その辺と工事費で経営的な面を

考慮することになろうかと思います。 

 

○森浩二委員 地元で何か利用できないかと

いうふうな話があっているんですよ。ボーリ

ング掘ろうとしたら、周りの水田の地権者が

ちょっと嫌がってですね。わかりました。じ

ゃあ基本的には、その工場の前までは持って

いくということですね。わかりました。 

 

○坂田孝志委員長 ちょっとそこで尋ねます

けどですな、企業局でするけど、水道料金に

乗せるんでしょう、その費用は。乗せないん

ですか、かかった費用を容量に。これは一律

ですか。それを確認。 

 

○松岡企業局次長 料金自体は、一応有明工

業用水の場合は50円ということで一応定額に

なりますので、その50円でお支払いいただい

て、その線を伸ばしたところまでの伸ばす工

事費ですね。そのあたりを賄えるかどうかと

いうことが、そこにつなげるかどうかという

一つの判断材料になってくるということにな

ります。 

 

○坂田孝志委員長 ほかにございませんか。 

 

○田代国広委員 工業用水で、有明工業用水

がかなり足を引っ張っているように見えます

が、よく見ると結構検討しているように見え

るんですよね、数字的には。現に、13社です

けれども、700トンぐらいふえたわけでしょ

う。現年に対して契約水量がですね。それ

が、この1,300万の増収につながっておりま

すし、１社としては非常に大量の水を使って

いるように見えるんですね。ということは、

いかにこの有明の工業団地ですか、これがや

っぱり水を必要としているかというのが、こ

の資料からよく見えるんですね。八代の場

合、会社は多いんですけれども、使用水量尐

ないじゃないですか。一目瞭然ですね。この

有明の工業団地は水を必要としているなとい

う気がするわけでございまして、今回、特に

700トンですから、１社かもしれませんが、

今後、そういった企業の誘致と申しますか、

水を利用していただく努力ですね。そういっ

たものの確保に今日までどういった対応をと

ってこられたですか。 

 

○松岡企業局次長 工業用水の新規開拓につ

きましては、今現在のところは、商工観光労

働部や、それから地元の荒尾市、それから長

洲町、工業団地を有しているところでござい

ますけれども、そちらのほうと連携を図りな

がら、企業誘致の際に、できるだけ水量、水

を使うような企業の誘致とか、そういうこと

について、情報交換を行いながら、連携をし

て取り組んでいるという状況でございます。 

 

○田代国広委員 この工業用水全体の内容を

見ますと、やっぱり有明の成果といいます

か、契約水量の増ですね。これは、使用水量

じゃなくて、契約水量で単価は計算するわけ

でしょう。ですよね。ですから、契約水量を

ふやすということと会社誘致ですね。 

 と同時に、先ほど村上先生がおっしゃった

んですけれども、この竜門ダム負担金がある

みたいですけれども、いわゆる水量との関

係、工業用水がこれだけ必要だから、これだ

け負担するという形になったかと思うんです

が、契約水量の減額はもう法的に認められな

いんですかね。 
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○原企業局長 契約水量、水利権の減額、あ

るいは返還とか、そういう話は以前から出て

おりまして、何度も国交省とも協議をしてお

りますが、やはり最初定めたダム事業に参加

したときの割り当てといいますか、その水利

権の割合は、よほどかわりに事業をやる業者

が見つからない限り、返還とか減額は難しい

と国交省から聞いております。 

 

○田代国広委員 例えば、水量の減水です

ね。減らす場合、例えば、さっき村上先生が

おっしゃったように農政関係で利用するとし

た場合、その水量でどれくらいの田んぼが賄

えるのかとか、費用対効果が絡んでくると思

いますが、それだけでも、その費用対効果が

可能ならば、減額して農水のほうに回しても

いいと思うんですけれども、そういった見通

しもできないんですかね。 

 

○原企業局長 農業用水への転換につきまし

ては、以前から、村上委員からも、助言とい

いますか、御指摘があっておりますので、そ

のときも試算しているかと思いますが、今回

もお話がありましたので、どれだけの費用対

効果が出るのか出ないのかにつきましては、

改めて農林水産部ともお話をしてみたいと思

います。 

 あわせまして、水が余っている分につきま

しては、これまでも、例えば大牟田、荒尾の

水道事業に切りかえをして、その分は水利権

をもう譲る形にして、こちらが身軽になって

おりますので、そういう努力というのは平成

からずっとやってきているところでございま

す。 

 現在もやっておりますが、なかなか水道事

業のほうも厳しい状況ということで、なかな

か工業用水を水道に転換というのは難しいと

は聞いておりますが、そちらの転換のほうも

引き続き取り組んでいるところでございま

す。 

 

○田代国広委員 水は極めて貴重な資源です

から、有効に活用するのはやっぱり我々の責

務と思うんですよ。したがって、垂れ流すと

いうことは余りよくありませんが、そういっ

た水道とか、あるいは農水のほうにそれを使

って効果があるかとか、いろいろな角度から

やっぱりしっかり検討して、改善に向けて我

々が努力していかなゃならないと思いますの

で、よろしくお願いしておきます。 

 

○前川收委員 関連でいいですか。済みませ

ん。 

 竜門ダムの建設費負担をなさってらっしゃ

るはずです、利用水の割合で。これは通常水

があって、いわゆる利水部分があって、それ

からダムの雤を受ける分があって、ちゃんと

アロケーション切って幾らというのが、総工

費の割合の中でちゃんと負担をしているはず

ですね。それは何年間で、今、年間幾ら払っ

ているんですか。これ多分、この収支には出

てないでしょう、今は。除くと書いてあるの

で、４ページの１番、施設概要の中で。 

 

○坂田孝志委員長 数字つかんでますか。 

 

○松岡企業局次長 竜門ダムの建設に係る有

明工水の負担についてという御質問でござい

ますけれども、竜門ダムの建設費が1,800億

程度かかっておりますけれども、そのうちの

9.9％、有明工水が179億円ほどの負担をいた

しております。昭和53年から平成13年度に支

出をもう終わっているというところでござい

ます。 

 

○前川收委員 じゃあもう、その辺のダムの

負担金は、もうなくなっているわけですか。

起債を起こして償還して、その償還ももう終

わっているということですか。 
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○松岡企業局次長 償還は、今現在続いてい

るところでございます。まだしばらくは続く

状況でございます。 

 

○前川收委員 それが大体年間幾らかと。償

還、そのことなんですけど。 

 

○坂田孝志委員長 そこをしっかり説明して

ください。 

 

○松岡企業局次長 企業債の償還につきまし

ては、現在、28年度で３億4,700万円程度を

既済をしております。それから、14年以降、

ダムの使用権の減価償却、それから市町村交

付金、ダム管理負担金等がございますけれど

も、それにつきましては、合わせて３億

8,000万円ほど28年度で負担をしたというよ

うな状況でございます。 

 

○前川收委員 だからこそ、利用率を上げれ

ば、施設利用率を100％にすれば、多分もと

もとの計算で行けば、償還して黒字になると

いう計算であったんでしょう、多分。じゃな

いと、誰もつくらないはずですから、企業局

で。それは、水は引かないはずです。その利

用率が３割しかないということで、その分は

必ず赤字になるはずですよね、やっぱりどう

考えても。 

 その残ってる７割の水については、いろい

ろ御努力はなさってらっしゃいますけれど

も、以前私は、それは有明海にそのままきれ

いに流しているわけですから、捨ててるんじ

ゃないと、流してるんだということで、環境

的な視点を持って、環境利水という形の中で

何らか考えてくれないかと。その７割は、も

し有明海に行かないとすると、雤が降らない

ときに行ってないとすると、多分有明海の環

境というのは、もっと悪くなるというよう

な、そういう考え方を持ったらどうだという

話を、以前の、もう大分前ですね、言ったこ

とがありますけれども、それはなかなか難し

いですかね。 

 

○松岡企業局次長 今前川委員御指摘の環境

用水への活用ということですけれども、平成

25年度のこの決算特別委員会の中で御指摘を

いただいておりまして、その後、年度内に国

交省のほうと協議をさせていただいておりま

すが、そこはなかなか、有明海全体の環境改

善ということで考えていくと、工水だけの問

題ではなくなってくるということもあって、

そこはなかなか難しいということでの回答を

得ているところでございます。 

 

○前川收委員 わかりました。 

 

○坂田孝志委員長 よございますか。 

ほかに質疑がないようでございますので、

これで企業局の審査を終了します。 

 ここで、説明員の入れかえのため、５分間

休憩します。 

  午前11時９分休憩 

    ――――――――――――― 

  午前11時15分開議 

○坂田孝志委員長 それでは、委員会を再開

します。 

 これより病院局の審査を行います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のままで簡潔にお願いしま

す。 

 それでは、病院事業管理者から決算概要の

総括説明をお願いします。 

 

○永井病院事業管理者 病院局でございま

す。 

 県立こころの医療センターの運営に当たり

ましては、かねてから御指導、御支援をいた

だき、厚く御礼を申し上げます。 

 病院の運営状況及び決算状況の説明に先立

ちまして、前年度の決算特別委員長報告にお
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けます施策推進上改善または検討を要する事

項等につきましては、御指摘等はありません

でしたので、ここに御報告を申し上げます。 

 それではまず、当院の運営状況でありま

す。 

 こころの医療センターの患者数は、今年度

上半期の実績で、１日平均、入院は118名、

外来は112名となっております。 

 当院といたしましては、措置入院など民間

では対応が困難な患者の受け入れ、薬物依存

などの専門性が必要な患者の治療など、セー

フティーネット機能を持つ病院としての役割

を果たしております。また、地域社会の新た

なニーズにも対応する政策医療を打ち出し、

推進しているところであります。 

 その一つが、児童・思春期医療の取り組み

です。 

 平成24年度から開始しております児童・思

春期専門の外来診療につきましては、受診患

者の数も年々増加している傾向にあります。

現在、児童・思春期専用病床の年度内開設に

向け改修工事を実施しており、発達障害など

社会的な問題に対応できるよう、しっかりと

取り組んでまいります。 

 政策医療の２つ目が、患者の地域生活移行

支援でございます。 

 平成26年度に地域生活支援室を設置して以

来、対象者、訪問支援延べ件数とも年々増加

し、地域での社会生活に向けた支援が徐々に

進んでおります。今後も、退院後の地域生活

が継続できるよう支援してまいります。 

 次に、平成28年度の決算状況について概略

を申し上げます。 

 総収益16億8,000万円余に対し、総費用16

億1,900万円余で、6,000万円余の黒字となっ

ております。 

 一般会計からの繰入金につきましては、平

成25年度から平成29年度までを計画期間とす

る第２次中期経営計画において、一般会計か

らの繰入金に過度に依存することのないよ

う、効率的な運営を行っていくこととし、一

定の削減を行った繰入金の額を維持している

ところであります。 

 今後も、県立病院として期待される役割を

果たすとともに、収益の確保を図りながら、

安定的な経営に努めてまいります。 

 以上が病院運営及び決算状況の概要です

が、詳細につきましては、総務経営課長から

説明させますので、御審議をよろしくお願い

いたします。 

 

○坂田孝志委員長 次に、監査委員から決算

審査意見の概要説明をお願いします。 

 

○豊田監査委員 それでは、病院局の決算審

査意見書に関しまして、概要を説明いたしま

す。 

 お手元の平成28年度熊本県病院事業会計決

算意見書をお願いします。 

 １ページをお開きください。 

 まず、第１の審査の概要でございますが、

１の審査の対象、２の審査の方法は記載のと

おりでございます。 

 次に、第２の審査結果でございます。 

 病院事業会計につきましては、審査に付さ

れました決算諸表は、経営成績等を適正に表

示しており、また、財務会計事務において

は、一部に改善すべき事項があったものの、

おおむね適正に運営されております。 

 続いて、２ページ以降に経営成績等につい

て記載しておりますが、後ほど、病院局から

別冊資料において詳細な説明がございますの

で、ここでの説明は省略させていただきま

す。 

 尐し飛びまして、９ページをお願いいたし

ます。 

 第３の審査意見でございます。 

 まず、(1)の第２次中期経営計画の着実な

実施及び次期経営計画の策定については、平

成28年度は、熊本地震後、入院患者数の大幅
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な増加により医業収益が伸びており、これま

での経営努力の成果が見受けられるところで

ございます。 

 平成29年度は、この第２次中期経営計画の

最終年度であることから、引き続き医業収益

の増加や経費の縮減等に取り組み、経営収支

のさらなる健全化に努める必要があると考え

ております。 

 また、平成30年度以降の次期経営計画につ

きましては、今年度策定ということを聞いて

おりますが、第２次中期経営計画の検証結果

を十分に反映した計画の策定が望まれます。 

 次に、(2)の医師を初めとした医療スタッ

フの確保につきましては、安定的な医療体制

の確立には、専門性や経験に富む医師を初め

とした医療スタッフの養成、確保が重要であ

るため、引き続き知事部局や熊本大学等との

密な連携に努める必要がございます。 

 最後に、(3)の新たなニーズに対応した医

療の展開につきましては、こころの思春期外

来や地域生活支援室の設置等の取り組みによ

りまして、利用実績が伸びておるところでご

ざいます。 

 今後は、平成29年度内に開設予定の児童・

思春期専用病床の着実な運営を行うととも

に、利用者のニーズに対応した医療の展開に

努める必要があると考えております。 

 以上が平成28年度病院事業会計の決算審査

意見の概要でございます。よろしくお願いい

たします。 

 

○坂田孝志委員長 次に、総務経営課長から

決算資料の説明をお願いします。 

 

○緒方総務経営課長 監査結果の指摘事項に

ついて、まず御説明差し上げます。 

 本年度の定期監査における指摘事項につい

て、別紙監査結果指摘事項によって御説明い

たします。 

 「平成28年２月給与分の源泉所得税及び復

興特別所得税について、法定納期限までの納

付が遅れたことから不納付加算税を支出して

いる。」との指摘がありました。 

 当院の経理事務、月初めに給与関係等の複

数の業務が集中いたします。事案が発生した

平成28年３月は、特に業務が立て込んだ時期

であり、法定納期限までの納期が間に合わ

ず、翌日の納付となってしまいました。 

 事案の発生後、業務分担の見直しにより、

早目に所得税関係の事務に着手できるように

なり、以後、同様の事案は発生しておりませ

ん。今後も、早期の事務処理に心がけたいと

考えております。 

 監査結果指摘事項については以上でありま

す。 

 続きまして、監査委員から、決算審査意見

について、取り組み状況を御説明いたしま

す。 

 先ほどの意見書の９ページが該当の箇所と

なります。 

 １点目、第２次中期経営計画の着実な実施

及び次期経営計画の策定についてですが、今

後、県立病院に求められる役割についてしっ

かり検討するとともに、関係団体との協議及

び運営評価委員会からの御意見をいただき、

本年度中に第３次中期経営計画を策定したい

と考えております。 

 ２点目、医師を初めとした医療スタッフの

確保についてですが、当院は、県立病院とし

ての役割であるセーフティーネット機能に加

え、児童・思春期医療への取り組みについ

て、熊本大学からも大きな期待を寄せられて

おります。今後も、大学との連携を図りなが

ら、医療スタッフの確保に努めていきたいと

考えております。 

 ３点目、新たなニーズに対応した医療の展

開についてですが、こころの思春期外来や患

者の地域生活支援について引き続き取り組む

とともに、児童・思春期患者の入院治療がで

きるように病棟を改修し、本年度内に開設す
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る予定としております。 

 決算審査意見書につきましては以上であり

ます。 

 続きまして、平成28年度決算状況につきま

して御説明いたします。 

 なお、説明につきましては、お手元のこの

組織図が入っております決算特別委員会説明

資料と、あと１つ、この冊子の決算書につい

て、該当ページをお伝えしながら御説明いた

します。主にこちらの委員会説明資料、こち

らのほうで御説明いたします。 

 資料１ページ、病院の概要であります。 

 まず、(1)沿革であります。 

 当院は、昭和50年、富合病院として開院い

たしました。現在の形になったのが、平成９

年、診療科目は記載のとおりであります。呼

吸器内科を持っており、結核病床もありま

す。許可病床が200床ですが、平成20年度か

ら50床休止をしており、現在は、精神病床、

結核病床合わせて150床の稼働病床でありま

す。 

 経営形態は、地方公営企業法全部適用、こ

れも平成20年度からであります。 

 組織は、資料記載のとおり、診療部、看護

部、総務経営課という構成で、平成29年４月

１日現在の職員数98人となっております。 

 ページをめくりまして、２ページをお願い

します。 

 見開きで、県立病院として重要な取り組

み、左側にセーフティーネット機能、右側に

政策医療の展開を記載しております。順に御

説明申し上げます。 

 まず、左側のページ、１、セーフティーネ

ット機能の維持・充実であります。冊子のほ

うの決算書につきましては、主に13ページ、

14ページとなります。 

 まず、説明資料の欄外の注釈１をごらんく

ださい。 

 当院では、民間精神病院等では受け入れが

難しい殺人や傷害等を犯した患者、覚醒剤中

毒患者等を受け入れております。 

 本文上の表に戻っていただき、これらの患

者を含む措置入院の受け入れや高度な専門性

を要するものの受け入れ等の平成27年度３月

と平成28年度３月の実績を比較して記載して

おります。 

 昨年度に比べて、他の病院からの受け入れ

患者や二次救急輪番が増加したのは、熊本地

震により他の精神医療機関が被災したためと

考えております。 

 右のページをごらんください。 

 当院のもう一つの重要な取り組みである政

策医療の展開、具体的には、(1)地域生活支

援と(2)児童・思春期医療を記載しておりま

す。 

 まず、(1)の患者の地域での社会生活に向

けた地域生活支援の充実について御説明いた

します。 

 これにつきましては、平成26年度に地域生

活支援室を設置して取り組んでおります。 

 主な活動なんですが、ごみの分別や買い物

支援などの日常生活の支援、金銭、服薬の管

理、ヘルパー等であります。 

 年々、対象者、訪問支援件数も増加してお

り、地域での社会生活に向けた支援が徐々に

進んでいるところであります。現在、専従の

職員４人で対応しております。 

 次に、(2)児童・思春期医療の積極的推進

についてですが、児童・思春期医療につきま

しては、不登校、あるいは虐待等、子供の心

を取り巻く環境が深刻化している一方で、採

算の面から診療できる医療機関が尐ないとい

うのが現状であります。 

 そこで、専門医師を養成するとともに、平

成24年度から外来診療を行っております。表

をごらんのとおり、年々数がふえてきている

状況であります。 

 また、現在は、さらに入院治療もできるよ

うに施設の改修を行っております。具体的に

は、当院の西２病棟を改修し、20床を確保す
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る予定で、年度内の開設に向けて取り組んで

いるところであります。 

 次のページをお開きください。 

 医療及び経営の状況なんですが、左のペー

ジに医療の状況、右のページに経営の状況を

それぞれ記載しております。 

 まず、左のページ、医療の状況について御

説明いたします。先ほどの冊子の決算書につ

きましては、主に13ページ、14ページであり

ます。 

 ア、入院患者につきまして、大幅に増加し

ております。これは、熊本地震の影響で患者

が増加したのが大きな要因と考えられます。 

 一方、イ、外来患者については、横ばいと

なりました。後ほど御説明いたします児童・

思春期外来は増加しましたが、地震の影響と

高齢化により、これまでデイケアを利用され

ていた方が尐なくなったため、結果的に横ば

いとなったものであります。 

 続きまして、右のページの経営の状況を御

説明いたします。この冊子の決算書につきま

しては、主に１ページ、２ページになりま

す。 

 まず、ア、当期純利益ですが、入院患者の

大幅な増加により、医業収益も増加した一方

で、給与費や修繕費等の費用も増加し、結果

的に6,100万の黒字となりました。 

 続きまして、イ、収益的収支の一般会計か

らの繰り入れにつきまして、表のとおり前年

度に引き続き減尐しております。 

 なお、資本的収支の一般会計からの繰り入

れにつきましては、一般会計に過度に依存し

ない効率的な運営を目指し、平成23年度から

繰り入れを行っておらず、支出につきまして

は、内部留保で対応しております。 

 費目ごとのデータにつきましては、この冊

子のページの15ページ、16ページになりま

す。 

 次に、ウ、経営目標の達成状況についてで

すが、第２次中期経営計画の目標は、デイケ

アを除いて目標を達成しております。デイケ

アにつきまして、目標達成できなかったの

は、先ほど御説明しましたとおり、地震の影

響と高齢化によるデイケアを利用されていた

方が尐なくなったためだと考えております。 

 ６ページをお開きください。 

 平成29年度の主な取り組みを記載しており

ます。 

 平成29年度の主な取り組みは、大きく２

つ、(1)児童・思春期医療への取り組みと 

(2)第３次中期経営計画の策定が挙げられま

す。 

 まず、(1)のほうなんですが、児童・思春

期医療の取り組みについて御説明いたしま

す。 

 ハード面においては、現在、西２病棟を改

修し、その約半分を児童・思春期専用の入院

病床にする工事を行っております。契約日、

工期は記載のとおりで、平成29年度中の開設

を目指しております。 

 なお、工事中は、西２病棟を完全に閉鎖し

て、休床中の東１病棟を一時的に使用してお

ります。 

 ソフト面につきましては、イ、医師の実地

研修を行っております。既に、児童・思春期

専用病床を持っている希望ヶ丘病院に、６月

から週１回、医療研修に派遣しているほか、

ウ、医療スタッフにつきましても、専用病床

を持つ向陽台病院に、７月から順次研修派遣

を行っております。 

 エ、その他、関係機関との連携も進めてお

ります。熊大医局につきましては、医師の派

遣を、教育委員会につきましては、専用病床

における患者の学習環境整備に関する協議

を、児童相談所につきましては、患者の受け

入れをそれぞれ協議しております。また、専

用病床において提供するプログラムや患者が

守るべきルールの策定にも取り組んでおりま

す。 

 最後に、(2)第３次中期経営計画の策定に
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ついてであります。 

 平成29年度は、第２次の中期経営計画の最

終年度であり、本年度中に第３次中期経営計

画を策定する必要があります。入院医療中心

から地域生活中心へという国の政策の方向性

を踏まえつつ、今後、県立病院に求められる

役割についてしっかり検討し、策定したいと

考えております。 

 なお、策定に当たりましては、関係団体と

の協議及び外部有識者からも御意見をいただ

くこととしております。 

 説明については以上であります。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○坂田孝志委員長 以上で説明が終わりまし

たが、これより質疑を受けたいと思います。

質疑ございませんか。 

 

○森浩二委員 ２つほど。児童・思春期の医

療の件ですけれども、大体患者さんが、ある

程度治られた後ですよね。その後は、もう普

通の学校にやるのか、それとも支援学校に行

くようにするんですか。どういうふうな取り

組みを。 

 

○濵元院長 今の状況では支援学級に行くこ

とが多いと思います。実際には新規病棟を開

設はしてないんですけれども、外来を見てい

ると、一般の今の西２病棟、改築をしている

ところに何人か入っております。その人たち

の行き先ということで言えば、そういうこと

になります。 

 

○森浩二委員 もう１つ、大人のほうですよ

ね。地域生活の移行の支援としてあります。

普通Ａ型とかＢ型とか、何かそういうところ

を紹介するんですか。どうするんですか、大

体よくなったら。 

 

○緒方総務経営課長 委員御指摘のとおり、

職業の紹介の部分も含んでおりますが、主に

生活の支援とか、あるいは服薬管理とか、あ

るいはヘルパーとか、そのようなものを提供

していくと。あるいは、地域で生活する必要

があるものですので、大体指定されたアパー

トに入っていただいて、徐々に地域生活にな

れていくと。このようなものを大体主に取り

組んでいく、このような感じになります。 

 以上であります。 

 

○坂田孝志委員長 ほかにございませんか。 

 

○増永慎一郎委員 資料４ページのアですけ

れども、入院の延べ人数がふえてますよね。

地震の影響により症状が悪化した患者が増加

したというふうに書いてありますけれども、

何かほかの病院が地震で使えなくなって、そ

の受け入れをしたということではないんです

かね。 

 

○緒方総務経営課長 失礼いたしました。お

っしゃるとおりであります。今回の地震にお

いて、精神科病院が被災したところもありま

す。そういう入院患者を受け入れたというこ

ともございます。ちょっとこれ記述が足りま

せんでした。 

 以上であります。 

 

○増永慎一郎委員 ということであれば、い

ろんな病院が復旧して、そこにまた戻ってい

かれるのか、それともこのままの状態がしば

らく続くのか、どちらでしょう。 

 

○緒方総務経営課長 委員御指摘のとおり、

もとに戻られるケースもあるかもしれませ

ん。あるいは、この病院でまだずっと治療を

受けようかという患者さんもいらっしゃるか

もしれません。２つに分かれていくもので

す。今後どのようになるか、ちょっと今のと

ころまだ見通しはないんですけれども、その
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ような状況であります。 

 

○増永慎一郎委員 入院に限らず、地震でか

なり心のほうが傷んでらっしゃる方がいっぱ

いいらっしゃるというふうに思っておりま

す。熊本県内の受け入れの体制というのは、

なかなか広がっていないというような形なの

で、このこころの医療センターが、やっぱり

一番最終的な受け皿になるというふうに思っ

ておりますので、医師の確保とかそういった

ものをきちんとやられている──去年、たま

たま厚生常任委員会で、浦田委員長だったの

で、２人でちょっと視察をさせていただいた

んですけれども、そういった部分を、決算と

かにかからわず、やっぱりきちんとしていた

だくということが一番だというふうに思って

おりますので、できるだけその辺の御努力を

よろしくお願いしたいというふうに要望をし

ておきます。 

 

○前川收委員 病院局のこころの医療センタ

ー、以前は、富合病院で随分経常赤字が出て

て、一般会計からの繰り入れをかなりやって

きて、私、当時を思い出すと、花輪先生かな

んかという先生が、長々長文の手紙を私にい

つも──私じゃなくて多分みんなに送って、

必置病院ですからということの前提の中で、

なかなか経営改善が難しいというお話をなさ

ってたことを、当時を思い出しておりまし

た。 

 こうやって経営改善がずっと進んできてい

るわけでありますけれども、そうなった要因

というんですかね、もちろん努力されたとい

うのはわかりますけれども、その努力以外で

何をやっぱり心がけて、一遍にぽんと変わっ

たわけじゃないと思いますが、どういうとこ

ろで今のような経営に変わっていったのか、

変えていかれたのか、その辺のところが何か

わかれば、ちょっと教えていただきたいんで

すけれども。 

 

○永井病院事業管理者 平成20年度に、先ほ

ど課長から説明しましたとおり、地方公営企

業法の全部適用になっております。当然、全

適になりますと、人事とか組織とかそういっ

た管理の部分につきましても、重要案件はも

ちろん知事部局と協議をいたしますが、ある

程度私どものほうでフレキシブルにやれると

いうところがございます。そういったこと

で、いわゆる自主性とか機動性とか、そうい

ったものをしっかりと受けとめながら、やり

ながら経営改善が図られてきたんじゃなかろ

うかというふうに大きくは思っております。 

 もちろん、経費的には、当然収入、入りを

ふやすか、出を抑えるか、そういうことでご

ざいますので、まず、出を抑えるほうにつき

ましては、人件費を中心にやはり削減をいた

しております。看護業務は大変現場で厳しい

状況でありますが、看護職員の２割程度を臨

時職員に切りかえてきたということもござい

ます。そういった事細かな努力も積み重ねる

中で、経営改善が図られてきたものというふ

うに思っております。 

 以上でございます。 

 

○前川收委員 当時の悩みが、やっぱりその

人件費、職員の皆さん方の人件費が非常にこ

う大きくなって、人事もなかなかかえられな

いというんですかね、というところで悩んで

らっしゃったように記憶をしておりますけれ

ども、ぜひ、今のような状況でしっかり、地

域に対して公営病院としての役割はしっかり

果たしながら、なおかつ財政的にも健全に経

営いただければと思いますので、頑張ってく

ださい。よろしくお願いします。 

 

○氷室雄一郎委員 こころの思春期外来は、

年度ごとに非常に延べ人数もふえております

し、新患者も２倍ぐらいになっております

し、また、病床も開設ということでございま
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して、その対応については、いろんな研修を

行って対応しているというお話もございまし

たけれども、この職員体制は、こういうここ

ろの思春期外来の部分については、職員の増

員とかそういうものは考えなくても、今の既

存のもので研修等をやりながら十分対応はで

きるとお考えになっていますか。 

 

○緒方総務経営課長 おっしゃるとおりで

す。今回、新規病棟、入院にするために、や

っぱりスタッフは要ります。そこで、医師の

ほうは熊大との派遣の協議をやっぱり継続的

に行うとともに、本年度、看護職員を増員し

て採用しております。これに精神保健福祉士

も１人、任期つきなんですけれども、採用す

るということで、スタッフの体制も整えてい

るという、このような状況であります。 

 以上であります。 

 

○氷室雄一郎委員 こういう時代、状況でご

ざいますので、ここの部分は、かなり重要な

役割を果たしておられる当病院に集中すると

いいますかね、今後も増加の傾向はあると思

いますけれども、なかなかスタッフ体制につ

いても、極めて増員を図ることができない状

況でございますけれども、効率的に運用を、

充実とともにやっていただきたいなという思

いであります。今後、可能性としては、増加

の傾向は続くのではなかろうかと思っており

ますので、その辺の心配がないようにお願い

をしておきたいと。 

 

○坂田孝志委員長 ほかにございませんか。

よございますか。 

 ないようでございますので、これで病院局

の審査を終了します。 

 次回の第７回委員会は、10月23日月曜日午

前10時に開会し、午前に警察本部、出納局、

各種委員会等の審査を行い、午後から教育委

員会の審査を行うこととしておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 なお、委員会資料は、足元の資料袋の中に

入れてありますので、御確認のほどよろしく

お願いいたします。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を閉会します。 

 皆様御苦労さまでした。 

  午前11時44分閉会 
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